
宮崎市民間特定建築物耐震診断補助事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、民間特定建築物の耐震化を図りもって災害に強いまちづくりを推進する

ため、事業実施区域内に存する特定建築物の耐震診断の費用の一部を補助する特定建築物耐

震診断補助事業補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し宮崎市補助金等交付規則（昭

和５０年規則第１９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。

（用語の定義）

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。

(1) 特定建築物 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（以下「耐震改修促進法」とい

う。第１４条に規定する特定既存耐震不適格建築物(以下「特定建築物」という。)をい

う。なお、階数３以上かつ延べ面積１,０００平方メートル以上の分譲共同住宅を含むも

のとする。ただし、国、地方公共団体その他の公の機関が所有する特定建築物を除く。

(2) 耐震診断 耐震改修促進法第4条第1項の規定に基づく建築物の耐震診断及び耐震改

修の促進を図るための基本的な方針（国土交通省告示第１８４号）第３〔別添〕「建築物

の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべく事項」に記載する建築

物の耐震診断の指針に基づき、建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 耐震診断者 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第１項に規定する建築士

で同法第３条から第３条の３までの規定に基づき耐震診断を行う者をいう。

（補助対象の特定建築物）

第３条 補助金の交付の対象となる特定建築物（以下「補助対象特定建築物」という。）は、次

の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 宮崎市内に存するもの。

(2) 昭和５６年５月３１日以前に着工されたもの。

(3) 原則として、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項に定める建築基

準関係規定に適合しているもの。

（適用除外）

第４条 次に掲げる特定建築物については、この要綱の規定は適用しない。

(1) 建築基準法の一部を改正する法律（平成１０年法律第１００号）による改正前の建築

基準法（昭和２５年法律第２０１号）第３８条の規定に基づき建設大臣から認定を受けた建

築材料又は構造方法を用いた特定建築物。

(2) 当該特定建築物において、過去にこの要綱に基づく補助金又はこの要綱と同様の趣旨

による補助金の交付を受けたことがあるもの。

(3) 既に耐震改修に着手、又は完了している特定建築物。

（補助対象者）

第５条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号いずれにも

該当する者とする。

(1) 第３条に規定する補助対象特定建築物を所有・占有している者、管理者等又はその他

の団体。



(2) 市税を滞納していないこと。ただし、市税を滞納している者が市税の完納その他市長

が認める措置を行ったときは、補助対象者とすることができる。

(3) 宮崎市暴力団排除条例（平成２３年条例第４７号）第２条第１号に規定する暴力団、

若しくは同条第２号に規定する暴力団員、又は同条第３号に規定する暴力団関係者でないこ

と。

（補助の対象費用及び補助額）

第６条 補助金の交付の対象となる費用は、補助対象特定建築物の所有者等が行う耐震診断に

要する費用（消費税相当額を除く。以下「補助対象費用」という。）とする。

２ 補助額は、補助対象費用の金額と補助対象特定建築物の延べ面積が１，０００㎡以内の部

分は３，６７０円／㎡以内、１，０００㎡を超え２，０００㎡以内の部分は１，５７０円／

㎡以内、２，０００㎡を越える部分は１，０５０円／㎡以内を乗じて得た金額のいずれか小

さい方の金額の２／３以内の金額で、かつ１棟につき２５０万円以内の額とする。

３ 前項の規定に基づき算定した補助金の額に、1，０００円未満の端数が出たときは、その端

数を切り捨てる。

（交付の申請）

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金交付申請書

（様式第１号）に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、当

該特定建築物に借家人がいる場合は、当該借家人に対し耐震診断の実施に係る同意を得てお

かなければならない。

（交付の決定）

第８条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるとき

は補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通

知するものとする。

（交付の条件）

第９条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をするときは、次の条件を付するもの

とする。

(1) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保にしてはならないこと。

(2) 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに事業遅滞等報告書（様式第

３号）を市長に提出し、その指示を受けなければならないこと。

(3) 前２号に規定するもののほか、市長が必要と認める事項

（事業計画の変更）

第１０条 申請者は、補助金の交付申請の内容を変更しようとするとき（軽微な変更であって

交付決定額に変更を生じないものを除く。）は、補助金交付変更承認申請書（様式第４号）

に変更の内容がわかる書類を添えて市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは

補助事業計画変更承認通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。

（遅滞等報告の指示）

第１１条 市長は、第８条第２号の規定による報告を受理したときは、その内容を確認し、指

示書（様式第６号）により申請者に指示するものとする。



（事業の取りやめ）

第１２条 申請者は、補助金の交付決定後に補助事業を取りやめる場合は、補助事業取りやめ

届（様式第７号）に補助金交付決定通知書を添えて市長に提出しなければならない。

２ 前項の規定による補助事業取りやめ届の提出があったときは、当該補助金の交付決定はな

かったものとみなす。

（実績報告）

第１３条 申請者は、事業が完了したときは、補助事業実績報告書（様式第８号）に次に掲げ

る関係書類を添えて、事業完了の日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付の決

定のあった日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければな

らない。

(1) 委託契約書の写し

(2) 補助対象費用の領収書の写し

(3) 耐震診断書（一式）の写し

(4) 診断調査状況写真

(5) 第三者機関による耐震判定書の写し

（補助金の確定）

第１４条 市長は、前条の報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたと

きは、補助金交付確定通知書（様式第９号）により申請者に通知するものとする。

（代理受領）

第１５条 申請者は、補助金の交付の請求及び当該補助金の受領を、委託を行った者に委任す

る方法（以下「代理受領」という。）により行うことができる。ただし、申請者が、当該事

業区分に係る補助事業の総事業費のうち自己の負担に係る金額を超える額を、委託を行った

者に対して支払っている場合は、当該事業区分に係る補助金について代理受領できないもの

とする。

２ 代理受領により補助金の交付を受けようとする者は、請求及び受領に関する委任状を添え

て市長に補助金の交付を請求するものとする。

３ 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、

当該請求を行った者に補助金を交付するものとする。

４ 前項の規定による交付があったときは、申請者に対し補助金の交付があったものとみな

す。

（補助金交付決定の取り消し）

第１６条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

（補助金の返還）

第１７条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消部分に関



し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命じること

ができる。

（雑則）

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成１９年 ６月 １日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２１年 ４月 １日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２４年 ４月 １日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２５年 ７月 １日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２６年 ７月 ２日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２７年 ６月 １日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２７年 ９月２４日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２８年１１月 １日から施行する。

附 則

１ この要綱は、令和 ３年１０月１８日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行の際限にある既存の要綱による改正前の様式（以下「旧様式」という。）

により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

３ この要綱の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。

附 則

この要綱は、令和 ５年 ４月 １日から施行する。


